
 

 

 

給食当番（Ｆ） 

 12日（月） 13日（火） 14日（水） 15日（木） 16日（金） 

朝 読書 算数 算数 書写  

１ 国語 算数  

スポーツテスト 

（2年生と合同） 

書写 (毛筆) 道徳 

２ 体育 外国語 眼科検診/国語 外国語 

３ 社会 家庭 国語 図工 

４ 理科 国語 家庭 算数 

５ 
算数 社会 

（テスト） 
算数 音楽 

理科 

６ 総合 委員会活動 （代表委員会） 総合  

持
ち
物 

□白衣（Ｅ） 

□ハンカチ・ 

 マスク（Ｆ） 

 

□裁縫セット 

 

□色ぼうし □習字セット  

下校 

時刻 

15:20 15:20 14:30 15:20 14:30 

連絡

事項 

  代表委員会 

（6校時） 

15:20頃 

眼科検診 ⊡なかよし班 

顔合わせ（昼） 

⊡学習用端末 

同意書提出締切 

かがやけ！さんのうっこ かしこく やさしく たくましく ～開校 80周年～ 

※1３日（火）の社会テストは「世界の中の日本の国土/国土の気候と地形（p8～27）」の内容です。 
 

【お知らせ】 

・13日（火）の家庭科で裁縫セットを持ってきてください。内容物については以下の通りで

す。また、すべてのものに記名をお願いします。 

 

 

 

 

 

裏面もご覧ください 

 

小田原市立山王小学校５年 

２０２5．５．９ 

 

今週の予定 

毎日 体育着・ハンカチ・水筒・給食セットを忘れずに持ってきましょう 

□ 針（長針２～３本、短針２～３本、まち針１０本）   □ ぬい糸（白と黒の２色） 

□ 針さし   □ たちばさみ（利き手に合ったものをご用意ください）   □ 糸切りばさみ 

□ チャコペンシル   □ 折れ針入れ 

※あると便利なもの（指ぬき、糸通し、リッパー） ⇒ 教科書Ｐ．２１をご参照ください。 

※練習布は学校で一括購入させていただきます。 

 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://recreation.everyplus.jp/wp-content/uploads/2019/04/%E9%9F%B3%E6%A5%BD.png&imgrefurl=https://recreation.everyplus.jp/2019/04/30/t010214-%E3%82%BD%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%8E%E6%AD%8C%E6%89%8B%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%BA%B7%E6%AD%8C%E5%A3%B0/&tbnid=mLt5sX0yYKn9kM&vet=10CAsQxiAoAWoXChMI6Ouy2oLM6AIVAAAAAB0AAAAAEAc..i&docid=UW_qYgDyF5utZM&w=320&h=213&itg=1&q=%E9%9F%B3%E7%AC%A6%20%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=0CAsQxiAoAWoXChMI6Ouy2oLM6AIVAAAAAB0AAAAAEAc


代表委員会について 

・14日（水）の 6時間目は代表委員会があります。児童会本部の担当児童と、代表の児童の 3

名は他の児童と下校時刻が異なりますので、ご承知おきください。 

 

学習用端末の使用における確認書について 

・本日、「学習用端末の使用における留意事項」と「学習用端末の使用について（確認書）」を配

布しました。留意事項をお子さんと確認し、必要事項を記入のうえ、5月 16日（金）までに

ご提出ください。 

 

歯の衛生に関する図画・ポスター及び歯科保健標語募集要項について 

・応募の希望のご家庭があれば、学校までご連絡ください。校内の締切は 5月 19日（月）で

す。注意事項は以下の通りです。 

(1)募集する作品は、応募者が創作した未公表の作品とします。 

(2)図画・ポスターの画用紙のサイズは、各部門とも四ツ切もしくは 

Ｂ３サイズとします。（規定外の用紙での応募も認めますが、審査において減点となる場合があります 

(3)応募者が当該年度に作成した作品とします。 

(4)図画・ポスターは、応募作品の裏面に別紙様式１「令和６年度歯の衛生に関する図画・ポスター応募用名

札」を貼付してください。（氏名、学校名等は、正確に記載してください。） 

(5)標語は、別紙様式２「令和６年度歯科保健啓発標語応募用紙」に１人１点記入し、応募してください。 

(6)応募作品は、図画・ポスター、標語とも個人作品とし、グル－プ作品は対象外とします。 

(7)「虫歯」はひらがなで「むし歯」、「歯磨き」は「歯みがき」と表記します。正しく表記されていない場合

も審査の対象外とはしませんが、審査において減点となる場合があります。 

(8)特定の歯科用品名・商品名の記載しないでください。また、作品の中の一部でも、第三者が著作権等の権利 

を有している著作物等は使用しないでください。また、商用目的等の二次利用を認めているフリー素材で

も、著作権を放棄していない場合がありますので使用しないでください。 

 


